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人権相談窓口

人権に関する相談機関のご案内（名古屋法務局人権擁護部）

あま市市民生活部人権推進課 TEL  052 -444 -0398

あま市教育部学校教育課 TEL  052 -444 -0902

こどもの人権110番
（全国共通フリーダイヤル・通話無料）携帯電話からも利用可
TEL  0120 -007 -110
受付時間　平日　午前8時30分から午後5時15分まで
こどもの人権SOS-eメール

http://www.jinken.go.jp/

インターネット人権相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分（※祝日・年末年始を除く）

名古屋市法務局・愛知県人権擁護委員連合会

名古屋市法務局人権擁護部　052-952-8111（代）
法務省：LINEじんけん相談（チャット人権相談）
（https：//www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03-00034.html）

差別・いじめ・DV・ハラスメント・インターネット上の誹謗中傷など
人権に関する困りごと

LINEじんけん相談LINEじんけん相談チャット人権相談

相談内容

相談方法

相談時間

実施機関

詳細リンク

問合せ先

アカウント名
法務局LINEじんけん相談

検索ID
@linejinkensoudan

検索ID又はQRコードから公式アカウント
「法務局LINEじんけん相談」を友達追加してご相談ください。























人権週間と人権デーについて

　我が国では、毎年１２月１０日の「人権デー」を最終日とする１週間を人権週間と定め、人権を
尊重する考え方を広め、その理解を深めてもらうための活動を全国で行っています。

人権擁護委員ってこんな人
　人権擁護委員は、人権擁護に理解のある地域の人で、市町村長から推薦され、法務
大臣から依頼を受けた民間の人たちです。あま市には、11名の人権擁護委員がいます。
　人権擁護委員は、それぞれの地域で皆さんの人権が侵害されないよういつも配慮し、
もし侵害があった場合には、その相談相手になり、問題解決のお手伝いをしています。
また、人権を尊重する考え方の普及にも努めています。

困ったときは相談しましょう
　法務局・地方法務局又はその支局で面談・電話等により、人権に関する相談を受けて
います。
　インターネットでも相談できます。（詳しくは裏表紙）
　相談は無料で、相談内容についての秘密は守られます。

●人権週間（１２月４日～１０日）

　国際連合は、１９４８年（昭和２３年）１２月１０日に「世界人権宣言」を採択したことを記念して、
１２月１０日を「人権デー」と定め、加盟国などに人権の発展に更に努めるように求めています。

●人権デー（１２月１０日）

令和 7年度 啓発活動強調事項
女性の人権を守ろう

こどもの人権を守ろう

高齢者の人権を守ろう

障害を理由とする偏見や差別をなくそう

部落差別（同和問題）を解消しよう

アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

外国人の人権を尊重しよう

感染症に関連する偏見や差別をなくそう

ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や差別をなくそう

刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や差別をなくそう

犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう

インターネット上の人権侵害をなくそう

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

人身取引をなくそう

震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

ゲノム情報（遺伝情報）に関する偏見や差別をなくそう
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